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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年３月１５日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時５９分　閉会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 上村高義  委　　員 藤浦雅彦
委　　員 南野直司  委　　員 三宅秀明  委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　同室次長　山本和憲
秘書課長　池上　彰 政策推進課長　山口　猛 人事課長　大橋徹之
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼納税課長　東角泰典　　総務課長兼選挙管理委員会事務局長　松方和彦
防災管財課長　西川　聡 情報政策課長　槙納　縁 市民税課長　和田元伸
固定資産税課長　中西利之 工事検査室長　宮木茂実 会計室長　日垣智之
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　山田雅也
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　　熊野　誠
同本部参事兼警備課長　樋上繁昭　　総務課長　納家浩二　　予防課長　橋本雅昭
警防第１課長　堤　仁志 同課参事　木下正雄 警防第２課長　明原　修
同課参事　松田俊也

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２５年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第２５号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一

部を改正する条例制定の件所管分
議案第２４号　摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３３号　摂津市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定の件
議案第　４号　平成２５年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第１６号　摂津市新型インフルエンザ等対策本部条例制定の件
議案第２６号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件　
所管事項に関する事務調査について
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（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、野口委

員を指名します。

　先日に引き続き議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。

　質疑を続けます。上村委員。

○上村高義委員　先日に引き続きまして

の質問をさせていただきます。

　１回目の答弁をいただいてから２日ほ

どたってますので答弁とのそごがあるか

もしれませんけども、そこはご了解いた

だきながら再度質問させていただきます。

　１番目の市民税に関することです。先

日の答弁では経常収支比率が平成２３年

度の９９．４％より悪化する見込みだと

いうことでありました。非常に私も危惧

しておるところでございます。

　このことは、摂津市サイドがどうのこ

うのというよりも、受け身的な形になり

ますので、これは今の政府のアベノミク

ス効果というものを期待するしかないと、

それに伴う市税の増加、地域経済が活性

化して税収がふえるということを期待す

るしかないんですけども、ただ摂津市に

おいては南千里丘開発を行って人口がふ

えるだろうと。そして、それに伴う市民

税の増あるいは企業立地促進等による法

人市民税の増、セッピィ商品券も取り入

れてますけども、やはりあれは商業が活

性化して法人市民税が入るというような

仕組みになるべきだと思います。今日の

質問はそういったことをきっちり把握で

きるようにしていただきたいということ

で、要望という形でおいておきますけど

も、とった政策がどのような形で生活に

出るかというのも、きっちり押えていた

だきたいというふうに思ってますので、

これらはまた決算審査のときにお聞きし

たいと思ってます。

　２番目のふるさと納税の実績はどうか

ということで答弁ありました。市民税課

と総務課から答弁があったんですけども、

非常にわかりにくかったんで私も原課に

行って聞いたんですけども、他の委員か

らもわかりにくいという意見もあります

ので、もう少し詳しく説明していただき

たいということと、この前の答弁では摂

津市から他市への持ち出しは３０万円か

ら４０万円ということで、逆にその中で

平成２３年度は東日本大震災において特

別に１，６００万円ほどの持ち出しがあっ

て、そして実際は４００万円ぐらいの持

ち出しになったということだったと思う

んです。逆に他市から摂津市への寄附は

５年間で１３４万円だったということか

なというふうになってますけども、もう

少しそこら辺を詳しく説明していただき

たいということと、市民税課と総務課の

ふるさと納税に関しての役割がどうなっ

ているかということを含めて、お聞かせ

願いたいということと、それに伴ってふ

るさと納税に対する営業活動と言います

か、広報活動は今後どうしていくかとい

うことについてもお聞きをしておきたい

と思います。

　ホームページでふるさと納税ランキン

グというのが公表されているんですけど

も、その圧倒的１位が鳥取県米子市なん

です。納税していただいた方に特産品を

さし上げると、特産品の品物が一番豊富

なのが鳥取県の米子市、全国で１位。大

阪では泉佐野市がふるさと納税をしてい

ただくためにいろんな特産品グッズを用

意しているということで載っています。

摂津市では、そういうことに対して、ど

ういう取り組みをされるのかということ

について答弁をお願いいたします。

　市たばこ税につきましては、説明があ
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りましたので、これについては議案第２

６号でも審査されるので、これはもう結

構でございます。

　地域経済活性化・雇用創出臨時交付金

につきまして、交付条件等々の答弁があっ

たんですけども、質問の７番目に予防保

全について聞いておりますけども、あわ

せて再度質問します。今回、地域経済活

性化の交付金で、温水プールとテニスコー

トの改修をやるということでありますけ

ども、この件は私も市民のほうから何回

も要望をいただいて、お願いします、お

願いしますと言われておったんですけど

も、なかなかその財源確保ができなくて、

できない、できないということになって

おったんです。今回こういう形でやると

いう決定をされたんですけども、このこ

とは中期財政見通し等々にも入ってない

中で、急に出てくるわけです。このこと

が非常に不安に感じるんですけど、国の

方から地域経済活性化の交付金を出すか

ら何か案件はないかと言われたときに、

これをやりますというふうに出てきたん

ですけども、本当にこれでいいのかとい

うことで、本来は予防保全、修繕計画が

あって、そしてノミネートされた最上位

のやつがこれですというふうに出すべき

だというに思ってます。

　そうしているかもしれませんけども、

我々議員はそのことは知りませんので、

それが最重要課題であったということで

出てきてるとは思うんですけども、ほか

にはないのですかと。前にも文化ホール

等々で緊急で壁の補修したんですけども、

それが終わった途端に市民図書館の壁の

崩落とか、第二中学校の廊下で剥離等々

があって急遽補正を組んでやったわけで

すけども、そういうことはないんですか

ということを確認しておきたいと思いま

すのでお答え願います。

　４番目の土地売払収入につきまして、

先日の質問の時には、不調に終わった分

の再公募の入札締め切りが今日ですとい

うことであったんですけども、２日たち

ましたのでどうだったのかということで、

答弁できる範囲でお答えいただきたいと

思います。また不調になった場合には、

値を下げてでも売るのとかということも

あるし、契約が進みつつあるんであれば、

どういう形になるのかということであり

ますので、現状を一度お聞かせいただき

たいと思います。

　それと、旧味舌小学校跡地については、

先日の答弁ではこの秋ごろには方向性を

示したいということでありました。やは

り、この基本は、当初の目的は売却して

教育施設の充実を図るんだということで

ありました。この当初の目的というもの

は、やっぱり堅持していただくというこ

とでありますけども、ただ、地域の声等

も十分に反映し、考慮していただきなが

ら方向性を示していただきたいと思って

います。この件については、再度答弁を

お願いいたします。

　次に人材育成事業、これは代表質問か

らずっといろんな方が質問されて明らか

になってきたわけですけども、私はやっ

ぱりこの業績評価制度の導入というのは

画期的なことだというふうに高い評価を

いたします。ただ、導入後の運用が非常

にかぎであるということも先の質問で言

いましたけども、実は藤浦委員の同種の

質問の中で、マズローの人間の５大欲求

まで言及されて答弁されたわけですけど

も、私このマズローの人間の５大欲求と

いうのは、若いころからずっと聞いてま

した。久しぶりにこの言葉を聞いたんで

すけれども、ここまで掘り下げてこの業

績評価制度を導入されているということ

については、非常に期待感が持てるなと
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いう感じを得ました。

　今テレビのコメンテーターで活躍され

てます元三重県知事の北川正恭さんが、

三重県知事時代にいろんな行政改革をさ

れたんですけれども、私が唯一腑に落ち

なかったのは、この目標管理制度と給与

との反映ができてなかったんですよ。

　だから、いろんな良い施策、職員にや

る気を持たせる施策をするけども、それ

が給与に反映されないということが、ど

うしても私はちょっと形だけかなという

思いがあったんですけども、摂津市では

今回、業績評価制度を導入して、それが

給与にも反映するという取り組みをされ

るということであります。まさに、こう

いうことは非常に画期的なことだという

ふうに思ってます。

　給与に反映するということは、月給は

もちろん一時金も変わります。一時金も

変わりますし、退職金も変わってきます。

年金にも影響をしてくるんですよ。自分

の一生の生涯獲得賃金、給与そのものが

変わってくるということで、このことは

労働組合も理解を示しているというふう

に私は理解してますし、その労働組合の

方も協力していただいて、非常にいいこ

とだということで、高い評価をしており

ます。

　もう一つは、指定管理者のところで質

問しましたけども、指定管理者のあり方

検討委員会の議事録を見ていても、指定

管理先については、非常に厳しい意見を

言っとるわけですよね。民間並みにすべ

きだという厳しい意見を言ってます。そ

ういった意味でも、市が業績評価制度を

導入して、非常に厳しい、仕事にやる気

を持たせるような取り組みをするという

ことでも、非常に意義があると思うんで

す。その中で、やっぱりキーになるのは、

私はリーダーシップと言いますか、仕事

の与え方、そして与えた仕事にどういう

評価をされたのか。そして、そのことが

その職員の人材の育成につながっていく

というふうにとらまえるわけですけども、

改めてそういった面でキーとなるリーダー

シップをとられる方に、これは当然、課

長ですし、その上は部長、そして副市長、

市長となってくるわけです。そこら辺で

ここでは市長公室長がトップになるので、

その辺についての考えを一度お聞かせ願

いたいと思ってます。

　次に、職員の健康管理のことで、メン

タルヘルスにつきましては、休業は１人

だということで理解できました。ただ、

職員のメンタルな面もきっちりチェック

しながら、そしてフォローしていただき

たいということで要望しておきます。

　庁舎管理事業につきましては、今回巻

末に一覧表が出てきて非常にわかりやす

く提示いただきました。これは、現在１

社に発注してることですが、できたらもっ

とさらなるコストダウンできるような発

注方法があるのではないかなという気も

してます。例えば専門部ごとに、エレベー

ターだったらエレベーターだけを引き抜

いてその業者に発注した方が安くなる場

合もあるだろうし、だからそれをもう少

し研究して、さらなるコスト削減につな

がるような発注方法を検討していただき

たいということで要望としておきます。

　市有財産管理、予防保全については先

ほど言いましたけども、ただこの市有財

産管理と言いますか、公共施設の維持管

理につきましては、人材育成のところで

自主研究グループでアセットマネジメン

トやファシリティマネジメントの研究を

するということでありました。私は非常

に良いことだと思いますので、このこと

を非常に期待しております。この中で市

有財産の管理も含めて、公共施設配置の
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あり方、配備等々も含めても研究し、議

論しなければならないようになってきま

すので、そこについては大いに期待をし

ながら要望としておきます。

　次に、指定管理者制度ですけども、先

日の答弁では指定管理者があげた利益に

ついては、指定管理者に利益を還元して

いくようなことも考えていくというよう

な答弁だったと思います。私もそうすべ

きだというふうに思ってますし、図書館

の評価について、先般、野口委員の質問

に対して評価点数が出たんですけども、

私は図書館の今の指定管理は、指定管理

者制度にしてあるべき姿だというふうに

思っております。ああいう形で契約して、

そして運営会社に全てお任せしてやって

いただくと。ただ、チェックとしては本

庁側もしなければなりませんけども、た

だ運営管理については指定管理者に任す

ということであります。

　図書館以外のところは、市の出先機関

というふうなイメージがまだあるわけで

すけども、それを払拭するためにも、もっ

と契約というものに重点におきながら、

発注者側と受注者側、そこには契約とい

うものがあって、それにきっちり書いて

その中でやっていくということでありま

すので、近々その方向性が示されるとい

うことなので、それを見せていただきな

がら議論をしていきたいと思ってますの

で、そういう方向で進んでいただきたい

というふうに要望しておきます。

　地域防災計画についてですけども、最

近テレビ等々で原発事故に対する地域防

災計画策定、どこの県も非常に遅れてい

るということでありますし、そのことを

想定すると想定しきれないというか、な

かなか防災計画に折り込みできないとい

うようなことで、遅れているということ

であります。

　そこで、あるコメンテーターの方が、

とりあえずつくると、そして、つくった

計画に基づいて訓練をして、そして不備

箇所は手直しして、より実効性のあるも

のにすべきであるというふうに言ってい

ました。私もまさにそのとおりだと思い

ます。いかに立派な物をつくっても、棚

に置いておいたら意味がないので、やっ

ぱりつくった計画に基づいて訓練をして、

そして不備箇所を直してより実効性のあ

るものに仕上げていくという取り組みが

大事だと思います。

　今回、女性だけの検討委員会を立ち上

げるということで、先般産経新聞にも載っ

ていました。こういうことは非常に良い

ことなんですけども、それを実践に向く

ようにするには、やはり訓練をして、そ

してその計画を修正していくんだという

ふうに考えておりますので、これも同じ

ような趣旨で何回も質問してますので、

ぜひそういった取り組みをしていただき

たいというふうに要望しておきます。

　住宅用火災警報器の点検については、

ぜひきちっと広報を、防火安全週間等々

のときに、そういう機会に市民の皆さん

に自分の家の火災警報器も点検をしてく

ださいというような呼びかけを、ぜひし

ていただきたいというふうに思っていま

す。

　消防水利につきましては、定期的に点

検してますので大丈夫だということであ

りました。私が非常に気になるのは、以

前、鳥飼地区で製紙会社で火災が起きた

ときに、一気に十数台の消防車が放水を

始めたんですよ。そうすると、水源が足

りなくなって放水ができなくなったとい

うようなことがあって、放水をやめて絞っ

て放水したことが記憶にあるんです。そ

ういう大規模火災と言いますか、大きな

火災が起きたときに、消防車が一斉に１
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０台も２０台も放水したときに、水源が

足りなくなるようなことがないように、

それはちゃんと消防水利の計画の中で確

保するようにしていただきたいというこ

とで、これは要望としておきます。

　以上で２回目終わります。

○三好義治委員長　答弁を求めます。

　和田課長。

○和田市民税課長　ふるさと寄附金の内

容につきまして再度ご説明申し上げます。

　ふるさと寄附金制度に対する市民税課

の役割でございますけれども、その役割

は都道府県市区町村に対する寄附金のう

ち２，０００円を超える部分につきまし

て、所得税とあわせまして住民税を控除

することでございます。従いまして、ふ

るさと寄附金を推進するということは、

課税の立場からすると市の税収を失う方

向ということになりますので、内容とし

ては真逆の内容になっておるということ

でございます。

　その内容につきまして、もう少し具体

的に説明いたします。平成２４年度の当

初課税時点の状況ということでご説明し

ますと、平成２３年中に摂津市民２６６

人の方が寄附金１，６１６万６，０００

円を都道府県市区町村に、主に東日本大

震災に伴う被災地方公共団体に対する寄

附ということで寄附をされて、本来市に

入ってくるべき市民税４０１万円が控除

することによって減額になったというこ

とでございます。

○三好義治委員長　松方課長。

○松方総務課長　総務課としまして、ふ

るさと納税の寄附金として受けている金

額を前回ご説明させていただきました。

当課におきましては、平成２０年からふ

るさと納税の寄附を受けておりまして、

その５年間の件数として１２８件、６７

１万７，０００円と、５年間の平均とし

て大体二十五、六件、金額として１３４

万３，０００円という数字を上げさせて

いただいたところでございます。

　営業活動、特に広報活動については、

市民税課のホームページに上がっている

という状況でございまして、特段鳥取県

の米子市でありますとか、泉大津市のよ

うな制度を設けている状況ではないとい

うのが現況でございます。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　地域の元気臨時交付

金と予防保全についてのご質問にお答え

したいと思います。

　１回目のご質問でもお答えしましたが、

財政課といたしましては、各所管に対し

営繕計画をつくるように指導をいたして

おります。それに基づいて予算要求が上

がってくるわけでございますが、営繕の

仕方によっては、対症療法的な査定をさ

せていただく場合、あるいはこれは根っ

こから大規模改造していくべきではない

かというような査定をさせていただく場

合もございます。

　先ほどのご質問の中で、温水プール、

テニスコートという具体的な施設の名称

がございました。これも両施設とも営繕

計画を持っており、予算要求が出てまいっ

たわけであります。

　先の答弁でも申し上げましたが、この

地域の元気臨時交付金はいわゆる対象事

業が起債対象事業、いわゆる地方債を発

行できる規模の事業にしなければならな

いという国の縛りがございまして、例え

ば温水プールについては、プール槽の床

を防水するという対症療法的な方法と、

もう一点プール槽そのものを入れかえて

しまうという方法がございます。地方債

の対象ではどちらがなるかと申し上げま

すと、やはりプール槽をかえ、配管も含

めて大規模改修工事に持っていくと、こ
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ういうことによって起債対象事業に持っ

ていけるということがございますので、

今回急に出てきたというお話もあったん

ですが、我々としましては、この交付金

を活用しながら、その営繕内容を検討し

当初予算をあげさせていただいたという

ことでございます。

　あと営繕について不安を覚えるという

お話でございました。ご質問にもござい

ましたが、若手の研究グループでファシ

リティマネジメントについて研究されて

いるグループもございますし、現在、防

災管財課において市有財産をデータベー

ス化するという仕事もいたしております。

この辺を活用しまして、今後もその良好

な保全と申しますか、市有財産の管理を

してまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　土地の売払、先日

第２回の公募を行ってますということで

お話させていただきましたが、現在の状

況について、それから不調になった場合

の対応についてのご質問にお答えさせて

いただきます。

　先日も説明させていただきましたが、

第２回の公募を行ってございまして、第

１回の残物件の４件に加えて旧鳥飼野々

団地の一部を含めた５物件について、公

募を行いまして、入札の締め切りは３月

１２日となっておりました。その開札を

３月１４日、昨日の午後２時から行って

おりまして、その後契約という形に進ん

でいく予定になっております。

　入札結果といたしまして、鳥飼野々３

丁目の物件につきましては、１社の入札

がございました。最低売却額１億９，５

２０万円に対して、２億５，５９０万円

の入札がございました。

　三島２丁目の旧市民プール前の駐車場

につきましては、最低売却額１，７７０

万円に対して１，７８０万円、１社の入

札がございました。

　東一津屋の物件、駐輪場前の今駐車場

としてお貸ししているところなんですが、

最低売却額が３，１７０万円に対して３，

５３０万円、こちらは２社の入札がござ

いまして、高い方が３，５３０万円の入

札でございました。

　東一津屋区画整理内の摂津の湯の裏側

の土地につきましては、最低売却額２，

６４０万円に対して３，１９０万円、こ

ちらにつきましては３社の入札がござい

まして、高い金額は３，１９０万円でご

ざいました。

　それから、残り１件の物件につきまし

ては、鳥飼新町、これはもう既に去年に

２回公募させていただいて今回で４回目

の公募になるんですが、こちらにつきま

しては入札される業者がおられませんで

した。こちらにつきましては、今後、入

札にかけるか、新たに借地として利用さ

れる業者を求めるかにつきまして、今後

検討してまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　乾公室長。

○乾市長公室長　旧三宅小学校あるいは

旧味舌小学校の跡地の活用、それから業

績評価制度の仕事の与え方につきまして、

ご答弁申し上げます。

　まず、業績評価制度なんですけども、

これにつきましては、今回、給与への反

映ということを考えております。そうい

うことは、すなわち上村委員のご指摘の

とおり、職員の年金にまでかかわってく

る非常に重大なことでございます。その

ためには、一番我々守らなければならな

いのは、やはり公平さ、公正さ、そういっ

たことは非常に重要になってくるという

ふうに思っております。

　それから、その前にまず目標の設定に

あたって、やっぱり各職員にあった目標
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を設定するというんですか、上司と面談

などをして、本人が納得する目標設定し、

そしてその結果を評価した場合、その結

果に対しても職員がやっぱり納得できる

というんですか、そういったことが非常

に重要になってくると思いますので、こ

れからまだ本格実施まで少し時間ござい

ますので、その辺のところを人事課内部

でも、その辺のところもう少し詰めて、

やはり公平公正な制度になるよう努めて

まいりたいと考えております。

　それから旧三宅、味舌小学校の跡地の

問題でございます。当初は売却して教育

施設の充実のためにあてていくというこ

とだったというご指摘をいただいており

ます。旧味舌小、三宅小につきまして、

特に旧味舌小につきましては、さまざま

な市民のご要望やご意見が出ておるのは

承知いたしております。

　ただ、やはり平成１７年にさまざまな

状況を加味した上で統合の可決をいただ

いた、すなわち廃校を決めていただいた

ということは非常に重いものがあるとい

うふうに考えております。そういったこ

とを考えますと、やっぱりなかなか財政

状況が明らかな好転を見せてもいない現

状にあって、この２校の新たな活用を例

えば考えていくというようなことは、非

常にやっぱり難しいことというふうに思っ

ております。

　従いまして、やはり非常につらいこと

ではありますが、やっぱりこのあたりで、

大胆な発言になりますけども、売却もあ

るいは賃貸借も含めて資産の有効活用な

どについて、やはりいよいよ平成２６年

３月の暫定使用の期限切れにあわせて、

いよいよ考えていかなければならない、

決めていかなければならない、そのよう

に考えているところでございます。

○三好義治委員長　上村委員。

○上村高義委員　ふるさと納税に関して

は、今の答弁ではなかなか納得いかない

部分もありますので、政策展開として、

このふるさと納税をどうするのかという

ことについて、再度答弁をいただきたい

と思っております。

　ほかの市は、ふるさと納税するように

いろんな戦略を練ってるわけです。摂津

市が何もしなかったら、みんなそっちへ

流れていくわけですから、やはり摂津市

としても何らかの戦略をとって摂津市に

寄附いただくような政策をとらないと、

ほかの市、ほかの県は一生懸命やってる

わけですから、どんどんそっち側に摂津

市の税が出ていくようなことになりかね

ないので、そのことはやっぱりある意識

を持ちながら、政策を展開すべきだと思

いますので、そこについて再度答弁をお

願いしたいと思います。

　それと土地売払収入、結果的には若干

高い値で落札していただいたということ

で、財政サイドとしてはうれしいような

話ではないかなと思ってます。先日の説

明では全て不調に終わるようなニュアン

スもあったんですけども、ほとんどが落

札して、１件だけが今回不調に終わった

ということであります。そういった意味

では、トータルが幾らになるのかあとで

教えていただけますか。

　人材育成事業、公室長のほうから答弁

ありましたけども、これを導入して職場

の活性化と職員のやる気が上がるという

仕組みになるわけです。実は、ある大学

が、職員の組織の活性化率とやる気度合

い、公務員のデータをとったんです。　

（表を示しながら）こっちにいくほどや

る気があって、こっちにいくほど活性化

する。一番良いのはここなんですよ。こ

こが物すごいやる気のある集団で、組織

も活性化してる、一番いい。こういうふ
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うに分布しているわけですけど、このや

る気がないところと組織の活性化率も悪

いという、一番最悪はここなんですけど、

できましたらこういう評価も、今摂津市

がどこにいるのかということと、これを

導入したらこっち側に本来来るべきなん

ですが、こういうことをきっちり押さえ

るような努力をしていただきたいという

ふうに思っております。これは非常にさっ

き言いましたように画期的な、なかなか

こういう市はないような気もしますし、

業績評価を導入して給料に反映していく

ということになりした。

　若い人ほどそれを導入すべきだという

アンケートが出てるんです。やっぱり若

い人は、自分の潜在能力を高めて行くた

めに、そしてやはり５大欲求の中の一番

上が自己実現の欲求です。だから、自分

はこうしたいんだと、私の夢はこれだと

いうのに一生懸命向かっていくわけです。

　しかし、それだけでは生活は成り立た

ないので、これが給料と結びつくと、や

はり給料が上がるような人材育成をして

いくということが大事なので、やはり部

下の育成、やる気を上げるということと、

部下の給料を上げてあげる、仕事の与え

方というのが大事になってきます。

　部長、課長は、非常に重要な役割を担

うわけです。その人の生涯獲得賃金が変

わるわけですから、そのために仕事を与

えていくということですから、それを十

分に認識しながらリーダーシップを発揮

させて人材育成していくということをぜ

ひお願いしときますので、よろしくお願

いします。

○三好義治委員長　有山部長。

○有山総務部長　ふるさと納税について

答弁をさせていただきます。

　平成２０年でございましたか、ふるさ

と納税ということで、当時地方財政計画

の中で交付税に反映させるべく、財源が

不足しているということで、東京都の外

形標準課税、銀行に対する。これを約３，

０００億円地方に回すというような形で

最終的に地方財政計画は決着をいたして

おります。

　平成２０年、同様にして、このときに

地方の財源不足に対応するため、ふるさ

と納税ということで、地方がそういう都

市部に対して人材を供給しているという

ことから、好きなところに納税できると

いうような制度の検討が行われました。

しかしながら、地方税法の根幹を揺るが

しかねないこういう税制改革には結局至

りませんで、当時寄附金控除という方法

で最初に言われたふるさと納税が変遷を

してきたということでございます。

　そのことで、先ほど市民税課長が答弁

しておりますように、私どものほうでそ

の影響額を調べるというのは、どの程度

の税の控除額があったかという、こうい

う状況になっております。また、私ども

のほうでふるさと納税があったというこ

とは、総務課のほうで一般寄附として受

け付けておりますので、その寄附の額を

もってふるさと納税にあたるというふう

な形にしております。

　業務としては、そのように税の控除制

度、それから市民からいただきます一般

寄附の形をとって現在処理をしてるとこ

ろでございます。これは私どもだけでは

なく、今例にあげられました米子市であ

りますとか、泉佐野市においても同様の

ことがやられております。景品、あるい

は物産、地域の名産そういうことについ

ては、税のほうとしてはなかなか考えて

おりませんが、市の関係部局との中で、

今後検討、研究をさせていただきたいと

思っております。

○三好義治委員長　上村委員の質問が終
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わりました。

　ほかにありませんか。

○野口博委員　今の二つの小学校跡地に

対する公室長の答弁について、確認をし

たいということでの質問になります。

　この間、代表質問等々でも市長のご答

弁もありました。その内容は手元にあり

ませんけども、今年度中に結論を出して

いくということで、その枠の中でのご答

弁があったかと思うんです。

　今の公室長から、大胆な発言になるけ

れどもということを前置きされて、売る

かのようなそういう方向でのご答弁になっ

ているんだけども、行政側としてのこの

問題に対する到達点について、きちっと

精査して、こちらも知りたいし改めてご

答弁を求めておきたいと思います。

○三好義治委員長　副市長。

○小野副市長　以前から市長の言葉の中

に、売らなくて済むんであればという言

葉は出ていたと思います。

　それで、一つ言えることは、平成２５

年度でもって一定の形が出ますので、市

民の利用に供する場合は条例として出さ

せていただくと、今、公室長はそういう

ことだと申し上げたと思うんですけど、

私は説明責任というのですか、売るとな

れば今まで学校にソフト、ハードに投資

してまいりました。それがいかほどの金

額にのぼってきたかということは、議会

に対しても、市民に対してもお知らせを

するということが一つ。もう一つは、ア

セットマネジメントであろうとファシリ

ティマネジメントであろうと、それから

単独扶助費の問題とか、そういう問題を

平成２６年度以降、市としてどう考える

かということとあわせて、財源調整が可

能なのかどうか。

　市長の言葉で言うならば、議会のほう

から一部、売らなくてもいけるはずのも

のを売るんではないかというような言葉

が出ないような形と言いますか、私はそ

ういう行政として持ってる資料の中で、

今後どういう行政をします、今後、特に

アセットマネジメント、なかなかそこま

で行かないけども、ファシリティマネジ

メントの考え方からまいりますと、公に

した上で、それでこういう形でさせてい

ただきたいという形をまず、議会と十分、

一度資料も示して、ある日突然にこれで

すからこうだということにならないのは

私もわかってますので、この３月議会も

含めて６月議会にこの問題が最大の眼目

となりますから、我々も準備をした上で、

議会に十分お示しもした上で、一定の市

の方向もこういうことで考えさせていた

だきたいということはすべきであるとい

うふうに考えておりますので、その準備

をした上で、今後の議会の議論の中で聞

かしていただき、また我々の考え方も述

べていきたいという考え方でございます。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　副市長の内容はわかりま

した。

　いろんな運動団体のこともありますの

で、その活用問題も含めて、丁寧なご説

明、懇談を行っていただきながら進めて

いただきたいということは強く要望して

きます。

○三好義治委員長　ほかありませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４５分　休憩）

（午前１１時　　　　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第２５号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　質疑なしと認め、質
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疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１分　休憩）

（午前１１時２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第２４号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　去年かおととしに市全体

として管理職手当の見直しが行われまし

た。このときに、なぜ今回提案されてい

るこういう部分について改正されなかっ

たのかということについて、説明いただ

きたいと思います。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　今回、保育所所長、幼

稚園園長を課長代理級として管理職手当

を支給するということで、前回の改正の

ときにも、この園長、所長の問題につい

ては内部的には検討はしておりました。

　ただ、その時点では課長代理という役

職の整理の部分で、幼稚園というのは当

時学務課の所管、保育所については子ど

も育成課の所管で、その課長代理という

のはそれぞれの中にいるんですが、主幹

という位置づけをしております。主幹兼

所長という位置づけをしておりました関

係で、そのときには主幹は管理職手当を

支給しないということの改正になってお

る、そのあたりの整理で少しそのときに

は、もう少し検討しようということになっ

た経過がございます。

　今回、近隣各市の状況等も確認しなが

ら、もう一度検討した結果、やはり職務、

職責上からも、こちらがいいだろうとい

うことで改正させていただくということ

でございます。

○三好義治委員長　ほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１１時４分　休憩）

（午前１１時５分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第３３号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　市職員の退職手当の問題

であります。

　この間、当然組合との協議もなさって

提案に至っていると思いますけども、国

会の方で昨年１１月１６日の解散のとき

に、わずか２時間の審議で強行採決をし

たと。採決状況は、我が党とみんなの党

と社民党は反対で、自公民賛成というこ

とで成立をした国家公務員の絡む問題に

伴う今回の改正であります。

　民間より４０２万６，０００円多いと

いうことで削減を求める内容になってお

りますけども、いわゆる地方公務員の退

職金の問題だとか、今問題になっている

７．８％の人件費削減の問題とか、国家

公務員と地方公務員のこうした問題に対

するこの間の国のやり方を含めて、この

間の経過についてどう思っているのかお

聞かせいただきたい。

　具体的な問題で、組合との協議をなさっ

てきてるわけであります。その辺の経過

についてお尋ねをしておきます。

　そういった退職金は、可決されれば今

後こういう形で進むわけでありますけど

も、７．８％問題では、国は平成２４年

度、平成２５年度の２か年と言ってます

けども、地方自治体の公務員も含めて、

こういうこの時限立法的な形でいま出し

ていますけども、これをどう見ているの

かということと、今回の退職金の条例改
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正に伴う影響額と、７．８％の影響額、

なかなか積算が難しいかと思いますけど

も、7．８％については、今回の国の地

財計画の中では、平年ベースで年間１兆

２，０００億円に対して、９か月分とし

て９，０００億円近い金額を押しつける

ために、地方交付税から削減するという

やり方でこれを迫っているわけでありま

すけども、そうした影響額についてもあ

わせて教えていただきたい。

　関連して、地方公務員の定年の年数に

ついてもどういう動きになるのか、再任

用の問題も含めて、あわせて教えていた

だきたい。

　現在の摂津市の給与の水準問題につい

て聞いておきたいと思うんです。府内で

摂津市の職員の月給給与が高いのか低い

のかという一般的な質問になりますけど

も、これをどう見てるのかということと、

地域手当６％の是正問題について、どう

いうふうに考えているのかというところ

をあわせてご答弁いただければと思いま

す。

○三好義治委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　順次ご答弁をさせてい

ただきます。

　まず退職手当の経過と考え方というこ

とです。５年ほど前、平成１８年にも民

間企業の退職金との比較ということで調

査がございました。

　そのときには大きく差はなく、改正と

いうことにはならなかったのですが、改

めて平成２３年に総務大臣、財務大臣の

ほうから人事院に対して再調査の要請が

あり、人事院が独自に調査をしたという

ことの中で、４００万円ほど民間の退職

金が低いと。これは、恐らく民間の退職

一時金が減った部分になるわけですけど

も、リーマンショック等の影響もあって

そういった結果になっていたのかなとい

うふうには思っておるんですけども、そ

の部分で言いますと、我々地方公務員の

給与というものの考え方は、地方公務員

法２４条３項に明確に規定がございます。

　国や他市、民間事業者の給与という部

分でのバランスと言いますか、そのあた

りを踏まえて給与のというものは設定さ

れるということで、法的に明確になって

おりますので、そういった意味では、国

と民間の比較で国が是正した部分につい

ては、やはり地方公務員としてもその部

分については受けていかなければならな

い部分であると思っております。

　７．８％の問題につきましては、国の

方で震災を踏まえての平成２４年度、平

成２５年度の２か年ということになるわ

けなんですけども、当初は今回のように

国が地方に対して同様の措置を求めると

言うところまではいってなかったんです

けども、政権の交代もございまして、今

回改めてということになっておるんです

けれども、国の方で削減した金額につい

ては震災の部分にということの考え方が

はっきりしておるんですけども、地方が

今回７．８％の部分を削減した削減額、

交付税の絡みもあるというふうには言わ

れてるんですけども、実際のところそれ

が明確にどうなっていくのかというのが、

少し国の予算の配分と言いますか、それ

を見る限りでもわかりにくいというとこ

ろはあるのかなというふうには思ってお

ります。

　最終的にどうするかというところは、

先日も少し答弁させていただいたんです

けど、慎重な対応が必要であるというふ

うには思っております。

　退職金関係の組合交渉でございますけ

ども、やはり組合としてもこの問題につ

いては、地方公務員法の規定も含めて国

と公務員と民間のバランスの問題から、

－12－



一定理解をいただいておりまして、この

退職金の問題は、閣議決定が平成２４年

８月でございましたので１０月に申し入

れをさせていただいて、その後何回か交

渉する中で平成２５年２月に協定という

ことの運びとなりました。

　あと、影響額なんですけれども、退職

金のほうなんですけれども、４００万円

の差を段階的にということで、国の方の

スケジュールとは若干違うんですけど、

本市の方は平成２５年度末の退職者、平

成２６年度末の退職者、平成２７年度末

の退職者、この３か年で４００万円の差

を埋めていこうと考えておりまして、ま

ず初年度の平成２５年度末の退職者平均

ということで数字を示させていただきた

いと思うんですけども、現行制度上から

比較すると約１４０万円程度下がると。

平成２６年度末の退職者につきましては、

約２８０万円程度退職金引き下がると。

平成２７年度末、最終には約４００万円、

ですから平成２７年度末以降の退職者に

ついては、現況で計算するよりも４００

万円引き下がるということになります。

　７．８％のほうの数字なんですけども、

国の方で給与の等級ごとに割合、１０％

であったり４％台であったりとあるんで

すけども、そのあたりうちのほうにどう

やって置きかえて計算するかっていうと

ころで、少し粗い数字になってしまうん

ですけども、この７月から３月末まで基

本的に７．８％ということを踏まえて削

減したときには、おおむね１億６，００

０万円から２億４，０００万円程度の削

減効果額というふうになるのではないか

というふうに考えております。

　それと定年の部分の考え方ということ

でございますけども、年金との接続の部

分の問題で、平成２５年度末の退職者か

ら空白期間と言いまして年金が全く出な

い期間が発生すると。平成２５年度末の

退職者でしたら１年間その期間が発生す

るということになるんですけれども、そ

のあたり今回の退職金の問題は直接結び

つくものではございませんけども、やは

り年金が支給されない期間が出てくると

いうことは、やはり組織としても考えて

いかなければならないというふうに思っ

ております。

　これも、組合との交渉にもなるんです

けども、具体的にどうしていくかという

ことは、まだはっきりとはここで申し上

げることはできないんですけども、やは

りこの空白期間というものに対する何ら

かの措置ということは考えていかなけれ

ばならないということで考えております

ので、平成２５年度末の退職者からとい

うことですから、もう少し若干時間的に

はございますので、きちんとした対応を

考えていきたいというふうに思ってます。

　この定年の延長の問題は、国の方で民

主党のときにいろいろ経過があって平成

２４年度中に法改正という話もあったん

ですけども、現在のところは少し凍結と

言いますか、動きがとまっている状況で

ございまして、そのあたりも踏まえなが

らこの空白期間の考え方というのは整理

をしていきたいというふうには思ってお

ります。

　最後に、他市との給与の比較の部分な

んですけど、今回の７．８％、ラスパイ

レス指数の比較ということで、先日の委

員会のほうでも少し触れさせていただき

ました。給料のみを見ているということ

の中で、いろんな手当のところも踏まえ

る必要があるのかなということで答弁さ

せていただいたんですけども、給与で見

たときに、大阪府が毎年実施する調査の

中で、年齢と給料というのが調査の中で

あらわれておるんですけど、それを単純
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に他市と摂津市を比較したときに、年齢

が必ずしも全く一致するわけではないん

ですけども、ほぼ３９歳とか４０歳とか、

そういう非常に近い中で比較をしたとき

には、少し本市の場合は具体的な市名を

出しますと茨木市であったり、豊中市な

んかと比較をすると、大阪府が調査をし

た数字だけを見ると低いのかなというふ

うには思っております。

　当然、地域手当の問題がございますの

で、やはりそのあたりを踏まえる。逆に

地方公務員法の２４条３項で他市との比

較ということも触れさせていただきまし

たけど、そういう意味では、他市、近隣

市との地域手当の違い、４％は非常に大

きな数字ですので、そのあたりをどうい

うふうにとらえて踏まえていくのかとい

うのが、今後課題であるかなというふう

には思っております。

　地域手当はについて、他近隣市はおお

むね１０％で、本市とは現在４％の差異

がございます。国の給与構造改革のとき

にこの設定がされているわけなんですけ

ども、国の方へもアクションを起こした

りはしておりましたが、今のところ現状

に甘んじてるという状況でございました。

　今後ともこの問題については、特にこ

の７．８％の問題を考えるときには、一

定考慮する必要があるというふうに認識

をしております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　長年にわたり、いわゆる

中曽根内閣時代の臨調行革だとか、いろ

んな意味で、歴史的にはこういう時代の

流れの中で、公務員バッシングを含めて

いろいろ出てきているわけであります。

　しかし、今回の７．８％にしても、退

職金にしても、地方の自主権も尊重しな

いでやってきているという色が濃いと言

いますか、その退職金についていろんな

見方もありますけど、退職金とこの７．

８％問題を見ますと、いわゆる地方公務

員の賃金問題に対して、過去持っていた

国の地方の関係も度返ししてやってきて

いるということが言えると思うんです。

　この公務員全体の賃下げ問題について、

二つの目的が私あると思っています。

　一つは、働く皆さん全体の賃金水準を

下げていくんだということが一つありま

す。これは、今アベノミクスで大きく問

題になっておりますけども、物価を上げ

ると、そのために日銀が１万円を刷って、

民間銀行が持っている国債を買うんだと。

それを通じて、市場にお金をはき出すん

だということをおっしゃってんだけども、

結局今でも２６０兆円を超えるお金が余っ

ているわけで、金余り状況は一緒なんで

すけど、そこにお金を突っ込んでも、結

局国民の生活に回ってこないのははっき

りしているわけです、そういう政策をとっ

ていますけども、そういう中で昨年の１

１月から海外の投資が円を４兆円を超え

るお金で買収されている、海外投資家の

投資が円安を大きくそこにも引き込んで

いるということを専門家は言われてます。

そんな中で、やっぱり働く皆さんの賃金

を上げるんだということで、我が党も国

会では、例えば５００億円を超える内部

留保を持っている企業７００社を調査し

まして、それで結果として１％の内部留

保を取り崩せば、８割の企業で月１万円

の賃上げが出きんだということも示しな

がら、安倍首相にも頑張ってほしいとい

うエールも送りながら取り組んできてい

るわけです。

　その中で、ローソンをはじめ幾つかの

企業で、一時手当だとか含めて、いわゆ

る基本給べースアップまで行かないけれ

ども、ボーナスだとか一時金だとか、一

定そういう波及効果が出て、安倍首相の
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ほうでもそういう企業の名前をブログで

紹介されているということもありますけ

ども、全体としては、働く皆さんの給与

をふやしていくためどうするかというこ

とが問われていますけども、その中心は

ベースアップなんですけど、なかなかそ

こには行かないということが大きな問題

であると思っています。

　そういう中で二つ目の問題であります

けども、もう一つは来年消費税が導入さ

れます。この秋には、この短観の景気状

況を見て、政府としてどうするか決定を

するということで、消費税増税の前提条

件につくっていくんだということで動い

ています。

　今回の新年度政府予算では、生活保護

費の切り下げ問題も入っておりますけど

も、こうした生活保護費を含めた社会保

障制度の改悪に突っ込んでいくと。その

前提状況をつくっていくんだと、露払い

をしていくんだというねらいがもう一つ

あると思っています。

　１月２８日に総務大臣がこんなことを

おっしゃってるんですね。今後、負担増

をお願いすることになる消費税について、

国民の理解を得ていくためには、まずは

公務員が先頭に立って、さらなる行政改

革を取り組む姿勢を示すことが重要だと。

だから、今後社会保障制度改悪で国民に

負担を押しつけていくと、その露払いを

やっていくんだということに、こうした

ことがこの発言にもあらわれていると思っ

ています。

　この地方公務員なり、国家公務員の公

務員全体の賃金が下がれば、いろんな面

で大きな問題があると思っております。

労働総研の公務員が１０％賃金を引き下

げた場合に、その影響について、その影

響は６２６万人に及び、ＧＤＰで約３兆

円減少するんだというふうに言っており

ますけども、いろんな面で地域経済には

公務員の賃下げについては、大きな影響

を与えるというのが一つあります。

　もう一つは、今回先ほど申し上げたよ

うに、国が示した政策を進めるために、

本来、地方自治体の財源であるべき地方

交付税を削減して強行を迫るという、こ

んなやり方であります。

　これに対して、地方公共団体の６団体

は、ご承知のとおり１月２７日に共同声

明を発表しました。ちょっと読ませてい

ただきますけども、そもそも地方公務員

の給与は、公平、中立な知見を踏まえつ

つ、議会や住民の意思に基づき、地方が

自主的に決定すべきものでありますと、

国が地方公務員の給与削減を強制するこ

とは、地方自治の根幹にかかわる問題で

ある。ましてや、地方交付税を国の政策

目的を達成するための手段として用いる

ことは、地方の固有財源という性格を否

定するものであり、断じて行うべきでな

いという、こういう要請を、共同声明を

行っているわけです。

　そういう点では、この許せないことを

今回やろうとしているわけであります。

国会の方では、雇用問題について、例え

ば政治家が身を切るということも、その

理由として与党の議員もおっしゃってる

わけでありますけども、その身を切ると

いうことで、その一つとして公務員の給

与、退職金問題について削減を強行して

いるわけでありますけども、そういう政

党政治家が身を切るならば、いわゆる政

党助成金、年間３２０億円でありますけ

ども、この間１７年間で総額５，７００

億円になりますけども、これこそやめる

べきだということを我が党も主張しなが

ら、この問題に取り組んできていますけ

ども、やっぱり地方自治体の現場では、

確かに労使協議で協定書を結んだと言っ
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ても、その持ってる問題の性格を見た場

合に、なかなか賛成できないと私思って

ます。

　そこで、いろいろ市独自の問題につい

てはご答弁あったように、６％の地域手

当の是正問題も当然ありますし、単純に

は、今後出てくる７．８％、いかないだ

ろうと思いますけども、少しこの間の摂

津市の人件費の推移を申し上げながら、

頑張っているんだということもちょっと

申し上げておきたいと思います。

　いただいた資料で見ますと、平成１０

年度と平成２３年度の人件費を比べます

と、平成１０年度が総額で９３億円であ

ります。平成２３年度は６２億円であり

ます。単純に１年間で比較しますと、こ

の１３年間で年間で換算しますと３０億

円の人件費の削減効果が出ているという

点でも、大きな貢献をなさってきている

というふうに私ども思っています。

　職員の数を見ても、平成１０年度、正

職８７０人、非正規が１８８名、平成２

３年度が正職６５４人、非正規が４２８

人ということで、総数を見ますと１０５

８人から１，１２１人とふえてます。構

成率を見ますと、正職ではこの１３年間

で７５％になっています。非正規は２．

２８倍になってます。こんな職員構成の

中で、たくさんの人件費削減が行われて

きたという点では、いろんな意味で貢献

なさってきていると私どもは思っていま

すけども、ぜひ、その摂津市のいろんな

状況を見たときに、地域手当６％の問題

も含めてきちんと押さえていただいて、

今後進めていただきたいと。

　根本的な問題今申し上げたような、こ

ういう問題も含んでおりますので、これ

はきちっとまた申し上げて、本会議で反

対をしていきたいと思います。

　これを申し上げて、質問を終わります。

○三好義治委員長　ほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１１時２９分　休憩）

（午前１１時３０分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第４号の審査を行います。

　本件については、補足説明は省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３１分　休憩）

（午前１１時３２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第１６号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　摂津市新型インフルエ

ンザ等対策本部条例制定の件につきまし

て、提案内容をご説明申し上げます。

　本件は、平成２４年５月１１日に公布

となりました、新型インフルエンザ等対

策特別措置法に伴い、本条例を制定する

ものでございます。

　新型インフルエンザ等対策特別措置法

は、政府行動計画の実効性をさらに高め、

新型インフルエンザ発生時に、その脅威

から国民の生命と健康を守り、国民の生

活や経済に及ぼす影響が最小となるよう

にすることを目的に制定されたものです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の

柱には、体制整備と緊急事態発生の際の

措置がありますが、体制整備につきまし

ては、国や地方公共団体の行動計画の策

定や、発生時の対策本部の設置、特定接

種の実施や海外発生時の水際対策の的確
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な実施などが明記されています。

　また、緊急事態発生の際の措置につき

ましては、外出自粛の要請・指示や興業

場や催物等の制限要請・指示、住民に対

する予防接種、医療提供体制の確保、緊

急物資の運送の要請・指示、特定物資の

売り渡しの要請・収用、埋葬・火葬の特

例、生活関連物資等の価格の安定、行政

上の申請制限の延長等、政府関係金融機

関等による融資が明記されています。

　それでは、議案書の条文につきまして、

ご説明申し上げます。

　まず、第１条は、本条例の目的につい

て規定しております。第２条では、新型

インフルエンザ等対策本部の組織につい

て。第３条では、対策本部の会議につい

て。第４条では、部の設置とその組織に

ついて。第５条では、委任事務について

規定しております。最後に附則でござい

ますが、この条例は規則で定める日から

施行するものでございます。

○三好義治委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　今回の条例案につきま

しては、昨年の新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づいての設定というこ

とで説明があったわけですけども、これ

までに背景と大意と言うんですか、一定

摂津市でも行動計画を策定をされたりと

かいうことで、されてきておりますけど

も、この内閣府なんかが出しているのを

見ますと、この行動計画をまた国がつく

り、都道府県がつくり、そして市町村が

つくっていくというふうなことが示され

ていますので、今まで取り組まれてきた

ことと、今回特措法ができて、これから

今回の条例も含めて、どのような取り組

みをしていくことになるのか整理をさせ

ていただきたいと思いますので、全体像

をお示しください。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　ご質問の、以前ま

での取り組み、それから今後の方向性に

ついて説明させていただきます。

　市では、平成２２年３月に摂津市新型

インフルエンザ等対策行動計画、並びに

摂津市新型インフルエンザ業務対応マニュ

アル、業務継続計画について作成を行っ

てございます。

　今回の対策措置法の立法化と、それか

ら政府の行動計画、これは先日の委員会

のほうでもお答えさせていただきました

が、現在、政府の行動計画については、

パブリックコメントが実施されておりま

す。それから、その後に大阪府の行動計

画が作成される予定になってございまし

て、その動向を見ながら、市のほうでも

行動計画や業務対応マニュアルの改訂を

進めてまいりたいと考えております。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦医委員　その中で、前回は総

務防災課のほうで行動計画を作成された

ということでございますが、その位置づ

けと、今回また新たに作成をされるとい

うことなんですけども、その作成する体

制等をどのように考えておられるのか教

えていただきたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　平成２２年３月に

は、その当時の総務防災課で行動計画は

まとめてまいりました。

　ただ、専門的な部分につきましては、

保健福祉部と十分協議をしながら作成し

ていったのですが、今回の対策本部条例

につきましては、部の庶務としまして、

防災管財課でやっていくことになります

が、今後の行動計画や対応マニュアルに

つきましては、保健福祉部を中心に災害

対応、その行動計画の中には備蓄をどの
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ようにするか等も含まれておりますので、

そういう部分につきましては、現在市の

ほうで備蓄しておりますものを兼務して

もよいとか、そういう条文が入ってます

ので、そういうものを、現在の災害対応

の方向性とあわせて保健福祉部中心に行

動計画をまとめていただきたいと思って

ます。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　これは今あまり話題に

はなっていませんけど、やっぱりこれ、

もしこの発生しますと、大変な被害にな

ることはもうわかっているわけでござい

まして、数年前、大変な話題になりまし

たけども、ちょっと今違う方面、どちら

かと言うと災害とか、震災とかいう部分

に焦点が当たってますけども、これはど

ちらかというとマスコミがたまたま取り

上げてないということに通ずると思うん

ですけども、そういう意味では、万全の

体制をつくっていただくように要望して

おきたいと思いますので、お願いいたし

ます。

○三好義治委員長　ほかありませんか。

　野口委員。

○野口博委員　具体的に今ご質問あった

ように、今後の作成についてはそういう

ことだと思いますけども、昨年４月に国

会で成立したわけでありますが、そのと

きは自民党さんは棄権されて、社民党と

我が党が反対という各党の対応の中で可

決、成立をしたということであります。

　我が党がなぜ反対したかというのは、

いろいろ説明もありましたけども、０９

年の世界的なインフルエンザが流行した

ことを受けて、今回そういうふうに対応

しようとされておるわけでありますけれ

ども、危機対策として強権的な集会や、

施設を制限することについて、多くの懸

念がされていると。国民的な議論が不足

をしているということで、閣議決定から

３週間足らず、わずか５時間で国会では

可決をしたということであります。その

間にいろんな議論は総合的にされておっ

たわけでありますけども、結果出された

中身は、危機管理中心で人権を制限する

可能性の強い中身も含まれているという

ことが一つあります。

　そして、日常的な、医師をちゃんと確

保するという医療体制・マンパワーの問

題をちゃんとすることが最大の対応策に

なると思いますけど、そういう点もきちっ

と論議をされてないとか、専門家の意見

聴取や各地での公聴会を含め、徹底的な

慎重審議がされてないということを含め

て、こういう態度をとったわけでありま

す。こうした経過について、タミフルだ

とか、実際使うワクチンの中身も含めて、

どういうふうにその担当として受けとめ

ているのかということを最初に聞いてお

きたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　医療体制について

でございますが、もともとこの法律の中

には、先ほども部長のほうから説明させ

ていただきましたように、外出の自粛、

抑制とか、かなりの制限が課せられるよ

うな法律になってございます。

　こちらについては、市が直接行うもの

ではなくて、大阪府の行動計画、都道府

県が主体となって行動計画をまとめてい

くという方向になってございます。医療

体制の確保につきましても、また緊急物

資の輸送要請・指示につきましても、大

阪府が中心になっていくもので、摂津市

においては、むしろ住民に対する予防接

種でございますとか、対策会議を設置し

て、その対策を求めるというような内容

になってございます。

　行動計画におきましては、医療体制、
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予防接種の内容につきましても、今後の

行動計画の中で議論をさせていただきた

いと思います。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　要望にしておきますが、

１月２９日の読売新聞で、こう述べてい

るわけですね。

　この特別措置法って何ですかという題

目で、幾つかの大学の教授の考え方を紹

介をされてます。一つだけ紹介しますと、

いわゆるタミフルやリレンザの抗インフ

ルエンザ薬ではなくて、プレパンデミッ

クワクチンということを言うてます。こ

の問題に対して、０９年の状況として、

日本で死亡者が少なかったと、被害は少

なかったということをとらえて、日本で

はタミフルやリレンザの抗インフルエン

ザ薬の早期投与が有効に機能し、他国と

較べて死亡率を抑えた点を取り上げ、新

型インフルエンザの第１波は抗インフル

エンザ薬でしのぐことのほうが、有効性

がよくわからないプレパンデミックワク

チンの備蓄よりも現実だと、これは東北

大学の渡辺教授の発言でありますけども、

紹介してます。

　こういう点も含めて、短期間で検討し

て出された法案ですので、いろんな問題

あろうかと思いますので、こういう中身

も含めて注視をしていただいて、実際、

対応をお願いしておきたいと思います。

○三好義治委員長　ほかありませんか。

　上村委員。

○上村高義委員　先ほどの説明の中で、

この平成２２年３月に策定された対策行

動計画がありますけども、今回、国のほ

うから条例を制定しなさいということで

ありますけども、この条例中の第２条の

本部長というのは、前の行動計画では本

部長は市長と明確にうたっておるわけで

すけども、新しくつくる行動計画の中で

は、この本部長は市長とするという文言

になるのかということも確認したいとい

うことと、今のこの行動計画の中を見る

と、マニュアル文書のところで、摂津市

内にそういうインフルエンザがはやって

きた場合に、たくさんの人が集まること

については自粛を要請するような形になっ

てるんですけども、前回もはやったとき

も、いろんな行事やイベントをするかど

うかを、もう各種団体に委ねられたとい

うか、摂津市の方針が明確でなかったた

めに、あったかどうか知らないですけど

も、伝わらなかったために、各団体が自

発的に今回のイベントは中止しようかと

いうことで、非常に迷ったわけですけど

も、この要請という意味合いのところが、

非常に気になるんですけども、そこらは

どういう動きになってるかというのをお

聞かせいただきたいと思います。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　まず、インフルエ

ンザ等対策本部条例の内容につきまして、

お答えさせていただきます。

　今回の条例の中では、本部長につきま

しては市長、それから副本部長につきま

しては副市長、その他部長級の職員で対

策本部を構成するというふうになってご

ざいます。それから、その他の職員につ

きましては、我々防災管財課と保健福祉

課のほうの職員が対策本部会議に入ると

いう形になります。

　それから、催物等多くの方が集まられ

る場所の制限につきましては、もともと

この対策本部条例自身は、国が新型イン

フルエンザ緊急事態宣言というのを発し

たとともに、対策本部を設置しなければ

ならないという法律になってございます。

その法律に基づいて、先ほども申し上げ

ましたように、それぞれの施設の使用制

限につきましては、大阪府が判断しなが
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らしていくというふうになってますので、

その方向性に基づいて、各施設の制限・

自粛、それから外出自粛の要請等を発し

されるもので、大阪府の制限に基づいて

取り扱っていくということになると思い

ます。

○三好義治委員長　上村委員。

○上村高義委員　わかりました。

　この行動計画も、先ほどの地域防災計

画と同じで、つくったこの行動計画に基

づいて、とりわけ第３段階というか、感

染拡大期等々を想定した訓練を行って、

そのとおり人が動くかということと、資

機材があるかということも含めて、ぜひ

検討をしていただきたいということで要

望しておきます。

○三好義治委員長　　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午前１１時４８分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　ほか質問ありませんか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午前１１時５０分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第２６号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）

（午前１１時５２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第１６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第２４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第２５号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第２６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。
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　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　暫時休憩します。

（午前１１時５３分　休憩）

（午前１１時５５分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。

　平成２５年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　それでは、次に視察事項、視察先、視

察日程等について協議を行いたいという

ふうに思います。

　昨年は和歌山県のほうで防災の視察を

させていただきました。そのときに、２

人の議員の方から、実質は３名が提案さ

れて、その一案で行ったんですが、他に

も提案された方おられますので、それと

２日前に皆さん方に今日考えて来てくだ

さいということもお願いしておりますの

で、腹案がある方、提案をお願いしたい

というふうに思います。

　上村委員。

○上村高義委員　前回も提案をさせてい

ただいたんですけども、今回の委員会の

中でもファシリティマネジメントという

文言が出てきて、これを実際に取り組ん

でいる市を訪問したいということで、事

務局で調べてもらったところ、岡山県の

倉敷市がそれに取り組んでいるというこ

とでありますので、ぜひ現地に行って調

査をしたいと思っています。

　それともう一つは、定住促進政策とい

うことで、定住自立圏構想という取り組

みを丸亀市がしておりまして、どういう

形で取り組んでいるかというのを視察し

たいと思ってますので、提案させていた

だきます。

○三好義治委員長　今、上村委員から岡

山県倉敷市と香川県丸亀市の提案があり

ましたが、ほかの委員の皆さん方、提案

ございますか。

　他にないようですので、今、上村委員

から提案ありました香川県丸亀市の定住

促進政策と、もう１点は岡山県の倉敷市

のファシリティマネジメントについて、

この２市を訪問するということで異議ご

ざいませんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしということ

ですので、視察先、視察事項はそのよう

に決定します。次に、視察日程ですが、

５月３０日と５月３１日の２日間で行こ

うと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　それでは、平成２５

年度の総務常任委員会の行政視察につき

まして、日程につきましては５月３０日

と５月３１日の２日間で、香川県丸亀市

の定住促進政策についてと、岡山県倉敷

市のファシリティマネジメントについて

視察することに決定させていただきます。

　ちなみに、香川県丸亀市については、

人口が１１万２，２７０人で、定住自立

圏構想に取り組んでおります。

　岡山県倉敷市については、人口が６９

万３，５２５名で、民間企業出身者を中

心として、施設等を総合的に企画、管理、

活用することに取り組んでいるというこ

とを伺っております。

　本会議最終日において、常任委員会の
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所管事項に関する事務調査について、閉

会中に調査することが諮られます。

　本委員会の所管事項については、行財

政運営について、防災行政について、人

権行政について、消防行政についてを、

平成２５年９月２９日まで閉会中に調査

することにいたしたく思いますが、異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　これで、本委員会を閉会します。

（午前１１時５９分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

　総務常任委員長　　三　好　義　治

　総務常任委員　　　野　口　　　博
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